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○道路における危険を防止するため必要と認める交通誘導警備業務

平成１８年１０月２０日

公安委員会告示第７１号

警備員等の検定等に関する規則（平成１７年国家公安委員会規則第２０号）

第２条の表の６の項の上欄の規定により、道路における危険を防止するため必

要と認める交通誘導警備業務を次のとおり定め、平成１９年４月１日から施行

する。

次の表の中欄に掲げる路線ごとに、それぞれ同表の下欄に定める区間（道路

法（昭和２７年法律第１８０号）第４８条の４に規定する自動車専用道路の区

間を除く。）において行う交通誘導警備業務

道路の種類 路 線 名 区 間

２号 山口県の全域

９号 山口県の全域

１８８号 全域

１９０号 全域

１９１号 山口県の全域

一 般 国 道

２６２号 全域

３１６号 全域

４３５号 全域

４３７号 山口県の全域

４９０号 全域

岩 国 玖 珂 線 全域

県 道 下 関 長 門 線 全域
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下松田布施線 全域

下松新南陽線 全域


